
令和２年５月２２日  

 

保護者の皆様 

杉並区教育委員会 

杉並区立高井戸第三小学校 

校長 馬場 章弘  

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止に配慮した区立学校の再開予定について（通知） 

 

日ごろより本校の教育活動について、ご理解、ご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

緊急事態宣言が解除されていない東京都を含む５都道県において、政府は専門家の評価を踏まえ、

５月 25 日に改めて判断すると伝えられております。このような状況から、現在区立学校において

は学校の再開に向けた準備を進めているところです。 

つきましては、下記のことについて、皆様方のご理解、ご協力をいただきますよう、よろしくお

願いいたします。 

 

記 

 

１ 学校再開日 令和２年６月１日（月） 

 

２ 家庭での指導について 

登校する際は、必ずマスクを着用するようにお願いします。 

   

３ 登校日について 

  別紙参照 

 

４ ６月１日から12日までの段階的な学校再開について 

 すべての子どもたちが安全・安心に学校生活を送れるように、段階的に学校教育活動を再開し

ます。 

（１）６月１日から５日  分散登校：１日２時間程度の授業の実施 

 （２）６月８、９日    通常登校：午前授業 

（３）６月10日から12日 通常登校（給食あり） 

  ※詳細は、登校日に改めてお知らせいたします。 

 

５ その他 

  本通知は現時点の状況に基づくもので、今後、状況の変化に応じて、変更する場合につきまし 

ては、緊急メールにてお知らせします。 

 

 

【問い合わせ先】 

杉並区立高井戸第三小学校副校長  

高橋 美恵子 



令和 2年 5月 22日 

保護者の皆様 

杉並区教育委員会 

杉並区立高井戸第三小学校 

校  長 馬 場 章 弘 

 

臨時登校日の実施について 
 日頃より本校の教育活動について、ご理解、ご協力をいただきありがとうございます。また、臨時休校措

置に伴う生活リズムの維持、学習の指導へのご協力ありがとうございます。 

6 月 1 日に予定している学校再開に向け、段階的に子供たちの生活や学習のリズムを整えていくために、

下記の通り登校日を設定いたします。 

 つきましては、下記により実施いたしますので、ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１ 実施日 令和 2年 5月 27日(水)・28日(木) 

 

２ 当日の時程について 

 ・教室内での子供同士の接触を最小限にするために、学年ごと、出席番号別の登校となります。 

 ・臨時休校期間であるため、児童が登校できなくても欠席扱いにはなりません。 

 

内   容 時  間 
5 月 27日

(水) 

5 月 28 日

(木) 

児童登校時間 8：50～9：00 

1・2年 A 1・2年 B 学級活動・健康監察等 9：00～9：30 

下校時間 9:35 

児童登校時間 9：50～10：00 

3・4年 A 3・4年 B 学級活動・健康監察等 10：00～10：30 

下校時間 10:35 

児童登校時間 10：50～11：00 

5・6年 A 5・6年 B 学級活動・健康監察等 11：00～11：30 

下校時間 11:35 

A：奇数番号 B：偶数番号   

 

３ 持ち物 

 ・上履き 手提げ袋 水筒 

 ・感染予防のため、マスクの着用をお願いします。 

 

４ その他 

 ・自宅で検温してからの登校をお願いいたします。発熱・関・頭痛等の風邪症状が見られる場合、強いだ

るさ(倦怠感)・息苦しさ(呼吸困難)がある場合は、登校を控えてください。 

 ・指定された日時に本人が登校できない場合は、事前に電話にてご相談ください。 

 ・本通知はこの通知の発信(5 月 22 日)時点の状況に基づくもので、今後の状況に応じて変更する場合に

つきましては、「すぐメール」でお知らせします。 

 ・登校日の家庭学習については、できる範囲で結構です。 

 ・来週は「声のふれあい」は行いません。  問い合わせ先 

副校長 高橋 美恵子 

03-3302-0181 



令和２年５月２２日 

 

保護者の皆様へ 

杉並区教育委員会 

杉並区立高井戸第三小学校校長 

馬場 章弘 

 

 

新型コロナウイルス感染症対応についてのお願い 
 

日頃より、教育活動に御理解、御協力をいただき、ありがとうございます。 

本校では、6月 1日(月)から学校を再開するための準備をすすめています。 

子どもたちに対し、手洗い（登校時や給食前、体育の授業後、外遊びの後、トイレの 用後など） 

や、咳エチケット（ティッシュ・ハンカチや袖で口・鼻を覆う、マスクの着用など）の励行につい 

て指導するとともに、教育内の消毒や換気など、校内環境を整え、学校生活を安全に送れるよう 

に対応していきます。 

都区内における、感染状況が拡大傾向にある中、学校での感染リスクをより低減させるために 

は、ご家庭における感染予防や健康管理が重要になります。下記の点に留意いただき、３つの密 

を避けて登校するようお願いいたします。 

 

記 

 

１ ご家庭における児童生徒の健康管理 

（１） 毎日、登校前に検温と風邪症状（発熱、咳、のどの痛み、くしゃみ、鼻水、倦怠感、息苦 

しさ、味覚・嗅覚の異変等）の有無を確認し、健康観察表（別紙１）に記録してください。

登校時に、健康観察表（別紙１）学校に提出してください。 

（２）発熱等の風邪症状がみられる児童生徒等については，学校へ連絡の上、かかりつけ医等へ電

話で相談し、その結果をお知らせください。また、次の①②③のいずれかに該当する場合

は、すぐに、「杉並区帰国者・接触者相談センター」やかかりつけ医等に電話等で相談して

ください。 

① 息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいずれかがある場合 

② 重症化しやすい基礎疾患等があり、発熱や咳などの比較的軽い風邪症状がある場合 

③ ①②以外で、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が４日以上続く場合 

受診や相談の結果については、学校に連絡するようご協力をお願いします。症状がなくなる

まで自宅で休養させてください。その場合、「欠席」とならず、「出席停止」扱いとなります。 

 

２ ご家庭（ご家族全員）における感染予防 

（１） 手洗いやうがい、咳エチケットを徹底してください。（別紙２） 

なお、国から配布される布マスクについては、学校再開に向けて各児童・生徒に配布でき

るように準備中ですので、届き次第配布します。 

（２）免疫力を高めるため、十分な睡眠、適度な運動やバランスの取れた食事を心がけてくださ

い。 

（３）家庭内でも十分に換気を行い、夏季においては、室内温度は２５～２８℃を目安にエア 

コン等の使用に留意するなど、適切な室内環境の保持に努めてください。 

 

３ 外出時の配慮について 



学校では、子どもたちに対し、外出する場合には、集団感染リスクである３つの条件（①換気の

悪い密閉空間、②人が密集、③近距離での会話等）が重なる場を避けるよう指導しており、この点

についても、各ご家庭において特段の配慮をお願いいたします。 

 

４ 児童・生徒やご家族が新型コロナウイルスに感染したことが判明した場合や、保健所から濃厚

接触者と特定された場合には、登校せずに速やかに学校にご連絡ください。 

この場合も、「欠席」とならず、「出席停止」扱いとなります。 

 

※ 国内の感染状況では、ご家族が感染した後に子どもへ感染する例が認められています。また、

若者世代は、新型コロナウイルスの感染による重症化リスクは低いですが、軽い症状の場合で

も、重症化するリスクの高い人に感染を広めてしまう可能性があります。家庭内での感染症対

策と健康管理の徹底をお願いします。 

 

 

  

 

 

お問い合わせ 

 区立高井戸第三小学校    

副 校 長 高橋 美恵子   

TEL 03-3302-0181 



令和 2 年 5 月 22 日 

保護者の皆様 

杉並区立高井戸第三小学校 

校 長  馬 場 章 弘 

 

 

学校再開に際してのお願い 

 

 

 長い臨時休校期間が明けて、ようやく６月１日から再開することになりました。ご家庭で

の課題の指導のご協力をいただき、ありがとうございました。学校再開に際しまして、子供

たちが「新型コロナウイルスに感染する」ということがないよう努めてまいります。ご理解

とご協力のほど、よろしくお願いします。 

 

 

１ 登校基準 

・朝起床したら、必ず検温をお願いします。配布した「健康観察表」に記入して、毎日学

校に持たせてください。 

・毎日マスクの着用をお願いいたします。 

・原則、体温が平熱＋0.5℃までです。何か体調に変化があるようでしたら、必ず休ませて

下さい。学校といたしましては、「登校しているときは元気である」ということを信じて

授業を行います。 

・感染症が心配で登校を迷う場合は、ご家庭の判断でお願いいたします。その場合は、「欠

席」とせず「出席停止」の扱いとさせていただきます。 

 

２ 登校後 

・学校にいる間に具合が悪くなったお子さんは、平常時は学校で様子を見ることもありま

すが、感染症の心配があるうちは、申し訳ありませんがすぐに電話で連絡をさせていた

だきます。できるだけ速やかにお迎えをお願いいたします。 

・さらなる感染を防ぐため、養護教諭は防護服にフェイスシールド、マスクを着用して対

応させていただきます。ご理解ください。 

 

３ 今年度の行事等について 

 ・「感染を防ぎ児童の安心・安全を守る」ということを第一に考えます。今年度の運動会、

水泳指導は中止といたします。その他については、今後検討いたします。 

 ・保護者会は学級ごとに 1 学期末と 3 学期末の２回、短時間で実施いたします。 

 ・例年行っている自然災害を想定した避難訓練「引き渡し訓練」は、今年度に限り 6 月 20

日(土)に 1 年生保護者のみ実施いたします。 

 

以上、様々な対応がございますが、ご理解とご協力お願いいたします。 
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